
募集要項は裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

東広島市唯一の海に面したまち「安芸津町」。 

人を呼び込むきっかけや地域を盛り上げるための活動にチャレンジしてみませんか？ 

■問い合わせ先・応募先 

 東広島市 地域振興部 地域づくり推進課 

〒739-8601 東広島市西条栄町 8 番 29 号 

 電話 082-420-0924  F A X 082-423-0270 

 MAIL  hgh200924@city.higashihiroshima.lg.jp 

東広島市 安芸津町 （あきつちょう）  
安芸津町は古くから栄えていた港町。 
町内の風早地区は、万葉集にもその名前が記されています。 
温暖な気候と風光明媚な景観、牡蠣いかだが浮かぶ海、ビワや柑橘、じゃがいも等、 
多くの名産品があります。 
学校や病院もあり生活しやすい町です。 

広島県 

広島市 

東広島市 

瀬戸内海 

広島空港  

安芸津町 

■安芸津町でこんなことをしてほしい！■ 

〇地域おこし活動の企画・実施 

〇地域イベント支援・地域活動の促進 

〇地域資源の発掘・活用 

〇地域課題の分析・対応 

▲先任協力隊は地域イベントの企画、地域資
源のマップ化、健康啓発等に従事。先輩か
らのアドバイスも受けられます！ 



 

 

 

１ 募集人員 

 １名 

 

２ 活動場所・事務拠点 

 東広島市 安芸津町内（事務拠点：安芸津支所） 

 

３ 活動内容（フリーミッション型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 応募要件 

(１)パソコン操作(Word・Excel)が可能で、インターネッ

ト環境やその機能(SNS 等)を活動に活かすことが可能

であること。 

(２)普通自動車運転免許を取得していること。 

(AT限定可。車の運転は業務上必要となります。) 

(３) 現在、東広島市外に在住しており、次のいずれかに

該当し、採用の際には活動地区に移住(住民票を異動)

できること。 

①全部条件不利地域及び条件不利区域（※）以外に居

住していること。 

②２年以上の地域おこし協力隊員の経験があり、かつ、

解嘱から１年以内の人。 

③語学指導等を行う外国青年招致事業（以下「JET プ

ログラム」という。）参加者として２年以上活動した

経験を有するものであって、かつ、JET プログラム

を終了した日から１年以内の人 

④海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録さ

れていない人 

※地域要件が不明な場合はお問い合わせください。 

（４）概ね２０歳から４０歳の方。 

 

５ 雇用形態 

会計年度任用職員として、市長が任用します。 

 ・1か月の条件付採用期間があります。 

・地方公務員法上の服務及び懲戒に関する規定が適用 

されます。 

 

６ 任用予定期間 

 令和 6 年 2月 1日(予定)から令和 6年 3 月 31 日まで。 

 ※従前の勤務実績に基づく能力の実証により、再度の

任用を行う可能性があります。（最大通算 3 年まで） 

 ※任用開始日については、可能な限り調整対応します。  

 

 

 

 

 

 

７ 報酬 

 月額 158,675 円（地域手当に相当するものを含む） 

 通勤に係る交通費（規定により別途支給） 

 期末手当（規定により別途支給） 

 ※給与改定により、支給額が増減する場合があります。 

 ※副業可。 

 

８ 勤務日・勤務時間等 

(１)勤 務 日  月曜日から木曜日までの週 4日 

(２)休  日  金曜日・土曜日・日曜日 

国民の祝日及び年末年始(12/29～1/3) 

(３)勤務時間  週 28時間 

   標準的な勤務時間 午前 9時から午後 5時 

(うち休憩時間 1時間) 

ただし、業務の都合により振替することがあります。 

(４)年次有給休暇  最大 7 日、その他休暇制度有り 

 

９ その他勤務条件等 

(１)社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険への加入 

(２)「広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関す

る条例」による公務災害補償の適用 

(３)住居は、原則市が借り上げた家屋に入居していただ

きます。ただし、光熱水費は隊員の負担となります。 

(４)その他、業務に利用する車両、パソコン、消耗品等

については、予算の範囲内で市が提供します。(提供す

る車両を、隊員の生活のために利用することはできま

せん。自家用車を準備することをお勧めします。) 

 

１０ 応募資格 

 次のいずれにも該当しないことを応募資格とします。 

(１)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又

はその執行を受けることがなくなるまでの者 

(２)東広島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処

分の日から２年を経過しない者 

(３)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は

その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

 

 

 

 

地域の自治組織や住民と相談しながら、自身の興

味のあることや得意なことを活かしつつ、地域の活

性化と自身の定住を目指します。 

また、市民協働センター(※)と連携し、自治組織

や市民活動団体の活動支援やコーディネートに取り

組みます。 
※市民協働センター 

 自治組織や市民活動団体、学生、企業等、さまざまな団

体の活動や交流を支援し、協働のまちづくりを推進する拠

点施設です。まちづくり活動に関する講座や交流会の開

催、地域でのワークショップの実施支援、市内の活動につ

いて情報集約・発信等に取り組んでいます。 

 募 集 要 項  

■応募・試験について 
指定の申込書・自己 PRシートに必要事項を記載し、表面に
記載の応募先にご提出ください。 
(郵送・メール・FAX可) 

 各種様式は、市 HPからダウンロードできます。 
https://www.city.higashihiroshima.lg.  
jp /soshiki/chiikishinko/7/3/16540.html 

(１)試験方法 
  書類選考及び面接 
(２)試験日・場所（予定）※詳細は別途受験者に通知します。 
  令和 5年 12月 16日(土) 
  東広島市役所安芸津支所 

(東広島市安芸津町三津 5556番地 1) 
■現地案内について 
  応募から試験日までの間に、応募者向けの現地案内会を実
施します。実施予定については別途ご案内します。 

※試験・現地案内に要する交通費や滞在費等の支給はありませ
ん。 

 

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

